
 

 

 

（対象：令和６年４月～令和７年３月に実施予定の事業）  

 

 

区づくり推進事業【地域交流部門】は、地域の特色を活かした事業を各

区の区民等が主体的に企画・運営・実施することを通じて、地域のまちづ

くりを推進する地域活性化イベント事業を支援する制度です。 

なお、地域交流部門には、「身近な交流部門」、「広域交流部門」があります。 
 

 

   募 集 期 間  令和５年１２月１日（金）～令和６年１月１９日（金） 

 

 

募集部門と補助額等 

 

部 門 事業区域 補助限度額 補助率 

身近な交流部門 小学校区 ４０万円 １／２ 

広域交流部門 ２以上の小学校区 ２００万円 １／２ 

  ※新型コロナウイルス感染症防止対策に関して必要となる経費については、補助限度額 

   １０万円（補助率１０／１０）の上乗せをしていましたが、感染症法上の位置付けが５

類へ移行したことにより、令和６年度第１期事業からこの扱いを廃止します。 

 

★お問合せは，各区役所 総務・地域振興課まで ★ 

【北区】北区役所 総務・地域振興課 区まちづくり推進室  電話 086-803-1656 

【中区】中区役所 総務・地域振興課 区まちづくり推進室  電話 086-901-1602 

【東区】東区役所 総務・地域振興課 区まちづくり推進室  電話 086-944-5038 

【南区】南区役所 総務・地域振興課 区まちづくり推進室  電話 086-902-3502 

市民協働企画総務課市民活動支援室            電話 086-803-1560 

 

※ 申込書の提出は，事業を実施する区の総務・地域振興課へお願いします。



 

☆身近な交流部門とは 

小学校区の単位で実施される地域活性化イベント事業。 

※ 各小学校区（地区）で、同一年度１事業に限ります。  

 

☆広域交流部門とは 

各区の区域内において２つ以上の小学校区の単位で実施される地域活性化イベント事業 

であって、中学校区など広いエリアの交流促進の効果が見込まれるもの。 

※ 各小学校区（地区）で、原則同一年度１事業、ただし、類似事業がない場合は、２事業 

まで申請できます。判断しかねる場合は、事前に各区役所又は市民協働企画総務課までご

相談ください。 

※ 「身近な交流部門」とは、重複して申請できます。 

 

 

☆応 募 条 件 

 

◆ １０人以上の構成員で組織され、代表者が実施区内に在住し、区内で活動する団体 

（政治、宗教を目的とする団体及び公序良俗に反する団体は対象外）。 

◆ 区民等が企画・運営に参加することについて制限がないこと。 

◆ 運動会や盆踊りなど、どこの地域でも実施されている行事や政治・宗教・営利を目

的とする事業、他の補助制度の対象となる予定、又は、既に対象となっている事業

は補助対象外です。 

◆ ソフト事業への補助制度であり、備品購入、施設等の設置、修繕などハード的経費、

申込団体の維持、運営に要する経費は補助の対象外です。 

 

 

 

☆審 査 

２月又は３月に各区において審査会を行い、事業決定の可否を通知する予定です。 

※ 各区の審査会で事業説明をしていただく場合があります。 

 

☆応 募 方 法 

各区の総務・地域振興課窓口にある申込書（区または市民協働企画総務課ホームページ 

からダウンロード可能）に必要事項を記入して、令和６年１月１９日（金）までに、事業 

を実施する区の総務・地域振興課へ提出（持参）してください。 

    

※  今回は、令和６年度中（令和６年４月～令和７年３月）に実施する事業を対象に募集 

 します。特に令和６年８月末までに実施予定の事業については、第１期で申請してくだ 

さい。なお、令和６年度後半に実施する事業を対象とした第２期の募集も予定しており 

ますが、予算の範囲内で行いますので、できるだけ第１期で申請してください。 

※  令和６年度当該事業予算の成立が前提となっています。 


